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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
投
票
権
及
び
参
加
を
強
化
す
る
た
め
の
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
及
び
国
際
通
貨

基
金
の
投
資
権
限
を
拡
大
す
る
た
め
の
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（

閣
条
第
九
号
）
（
衆
議
院
送
付)

要
旨

国
際
通
貨
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
の
創
設
以
来
、
す
べ
て
の
加

盟
国
に
均
等
に
分
配
さ
れ
る
基
本
票
数
の
増
加
が
行
わ
れ
ず
、
そ
の
総
投
票
権
数
に
占
め
る
割
合
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
低

下
し
た
低
所
得
国
の
発
言
力
の
強
化
が
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
代
表
す
る
理
事
は
、
基
金
の
融
資
及

び
技
術
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
多
数
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
選
挙
母
体
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
理
事
代
理
の
増

員
に
よ
る
理
事
室
の
機
能
強
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
基
金
の
財
政
は
、
近
年
深
刻
な
状
況
で
あ
り
、
安
定
的
な

歳
入
構
造
の
確
立
も
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
加
盟
国
間
で
基
金
の
改
革
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
結
果
、
基
本
票
の
増
加
及

び
理
事
代
理
の
増
員
を
主
た
る
内
容
と
す
る
国
際
通
貨
基
金
に
お
け
る
投
票
権
及
び
参
加
を
強
化
す
る
た
め
の
国
際
通
貨
基
金

協
定
の
改
正
（
以
下
「
投
票
権
及
び
参
加
を
強
化
す
る
た
め
の
改
正
」
と
い
う
。
）
案
及
び
国
際
通
貨
基
金
の
投
資
権
限
を
拡
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大
す
る
た
め
の
国
際
通
貨
基
金
協
定
の
改
正
（
以
下
「
投
資
権
限
を
拡
大
す
る
た
め
の
改
正
」
と
い
う
。
）
案
が
、
そ
れ
ぞ
れ

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
）
四
月
二
十
八
日
及
び
同
年
五
月
五
日
に
総
務
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
投
票
権
及
び
参
加
を
強
化
す
る
た
め
の
改
正

１

総
務
会
は
、
一
定
数
を
超
え
る
加
盟
国
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
理
事
が
二
人
の
理
事
代
理
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
規
則
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
加
盟
国
の
基
本
票
数
は
、
す
べ
て
の
加
盟
国
の
総
投
票
権
数
の
合
計
票
数
の
五
・
五
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
す
べ
て
の

加
盟
国
の
間
に
均
等
に
分
配
し
て
算
出
さ
れ
る
票
数
と
す
る
。

３

投
票
権
を
停
止
さ
れ
た
加
盟
国
に
割
り
当
て
ら
れ
た
票
の
総
投
票
権
数
へ
の
算
入
禁
止
の
例
外
と
し
て
、
基
本
票
数
の

計
算
を
目
的
と
す
る
場
合
を
追
加
す
る
。

二
、
投
資
権
限
を
拡
大
す
る
た
め
の
改
正

１

基
金
は
、
総
投
票
権
数
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
多
数
に
よ
り
基
金
が
採
択
す
る
規
則
及
び
細
則
に
従
い
、
投
資
勘
定
に

お
い
て
保
有
す
る
加
盟
国
の
通
貨
を
基
金
が
決
定
す
る
投
資
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

基
金
は
、
総
投
票
権
数
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
多
数
に
よ
り
基
金
が
採
択
す
る
規
則
及
び
細
則
に
従
い
、
特
別
支
払
勘

定
に
お
い
て
保
有
す
る
加
盟
国
の
通
貨
を
基
金
が
決
定
す
る
投
資
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

基
金
が
協
定
の
第
二
次
改
正
の
日
の
後
に
取
得
し
た
金
を
売
却
す
る
場
合
に
は
、
収
益
の
う
ち
金
の
取
得
価
格
を
超
過

す
る
部
分
の
額
を
投
資
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
改
正
の
発
効
以
前
で
あ
っ
て
も
、
二
〇
〇
八
年
四
月
七
日
以

降
に
金
の
売
却
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
収
益
の
う
ち
金
の
取
得
価
格
を
超
過
す
る
部
分
の
額
を
投
資
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
。

三
、
改
正
の
効
力
発
生

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
総
投
票
権
数
の
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
有
す
る
五
分
の
三
の
加
盟
国
が
受
諾
し
、
そ
の
事
実
を
基
金

が
す
べ
て
の
加
盟
国
に
あ
て
た
公
式
の
通
報
に
よ
っ
て
確
認
し
た
日
に
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。


